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アメリカ合衆国におけるhome schooling

― も う 一 つ の c h o i c e と な り う る か ―

中 村 護 光

HOME SCHOOLING IN THE USA

―Another Choice for Education?―

Morimitsu NAKAMURA

SchoolchoiceprogramsarenowoperationalinSomeformoranotherinalmosteverystatcintheUS.nleyare

mar･ket.OrientedappmaChesfor"customers''seekingbetterschoolingfortheirchildren.Policy-makerstxtlieve

compe也ionandnewapprt)achestDeducationwinfortDregularpublicschwlstDimprwe.ⅥlenumtX)rOfAn erican

fbmihestakingadvantageofschcK)1choiceinoneform oranotherhasincrea柴drtjcently.However,theI℃isanother

alternativetopubhcsch001sthatgoesbyondtherealm ofAm edcanschoolchoice-horne配hoohg.Ⅵlemovement

hasburgeonedandnow丘guresasare00gnizedalternativetopublicschookng,ThispaperoDnSidershowAn eriCan

homesch∞lingisauthori2X)dlegdly,examiningtheperdnentlegislationinthreestates'educationacts,andthen

considersitsapphcabilityasaviableeducationalaltemativeforJapan.

キーワード:homedl00ling,のmpulsoryeducationlaws,homedl00lers

1.はじめに

合衆国における親や生徒にとって,初等中等教育の学

校選択の機会は州や学校区 (市町村教育委員会)ごとに

事情は違うが,大多数の州に於いて存在する.&Il∞l

cl10iceは学校区内での学校選択,または学校区を越えた

選択プログラムや,magnetschool,Chartersch001への

通学,voucherの発給,及 び taxcredits や tax

deductionsという授業料に関する税制上の優遇策の形

をとるなどの様々な方法により実施されている.これら

の choiceプログラムに共通する設立の趣旨は公立学校

を生徒獲得競争に参加させることにより,公教育の独占

状態を排し,学校間の競争による教育の質の改善をもた

らすこと,教育消費者に選択の機会を与えて,生徒が利

用できる学習経験や環境の範囲を拡大し,多様化しよう

というものである.しかし,教育に市場原理を持ち込む

改革政策は教育を商品として取り扱い,多数の子どもを

犠牲にして一部の子どもだけを助けることになりかね

なく,すべての子どもたちに質のよい教育を提供すると

いうアメリカの公教育の理念を危うくするものである
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との強い反対論もある.しかし,いずれにしても schooI

choiceは全体として量的に拡大し,全米各地に広 く浸透

しながら,今後のアメリカの公教育の有り様に強く影響

を及ぼしていくことは確かである.

本文では合衆国の公教育システム内で政策上実施さ

れる監h00lchoiceとは別に番外のchoiceであるhome

schoolingを考察した.まず人口統計上に現れた実体と

homesch∞1ingに対する司法判断を概観した上で,≡

つの異なる法的取り扱いの様子をそれぞれ該当する州

を例にとって調べた,その上でhomesch∞lmgの今後

を展望してみた.

2.Homeschoolingとは

合衆国の親や生徒にとっては,EX:h∞lchoiceの一連

のメニューの他に,更にもう一つの教育の選択肢がある.

Homeschoohngである.学校区や行政が直接にかかわ

り管理することはないので,homesschcK)1ingは単に

the-'educationofschool-agedchildmnathomerather

thanataschcolMと一般に定義されている.これはr親,

又は保護者が子どもの教育について第一義的に責任を

持つ教育のalternative(代替)である｣(Preiss1989)や,

｢親や保護者にとって,子どもを教育するオプションの
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一つである.子どもの教育を公立,私立の学校へ通わせる

よりむしろ,自分たちの手で通常,家庭で教育する選択

である｣(Masters1996)と解釈されるものである.

この選択肢に対する米国民の反応について杜,1985

年に thePhiIkltaIbppa/GauupPon が初めて

rhome･schoohgが国にとって良いことか,悪いこと

か｣を国民に問いかけている.この時点では回答者の

73%がabadthingであると答えている.肯定はわず

か16% であった.しかし,2001年の5-6月の調査で

杜,否定の割合は54% に減り,かわりに肯定が41% と上

昇しており,国民の間におけるhomefdl001ingに対する

理解の浸透を裏付けるものとなっている･

ところで,homeschoolingを受ける子どもたちである

homeschwlersの数字は正確にはつかめていない.学

齢期の子どもで,学校外で学習している者の数字につい

ては,これまでに州の教育局恒EAs)の持つデータ,

homesdl∞krsへの教材の配給元及びhomesch00lers

を支援する組織の会員数から推定したおよそ50万の数

字Q)atriciaLines1995)がある.またこの運動により

発生する法的問題に関してhomesch∞lersを援助する

theHomeSchwlLegalAsS∝iationはこの数字を70

万から 100万の辺りに置いている (払eseberg1995).

さらに TlleNational HomeEducationReseart:h

lnsdtuteはこの数字をおよそ 50万と推定し,全学齢児

童生徒のおよそ 1%としている 伯rim D.by1995).

教育省によるNatiOnalCenterforEklucadonStatisd塔

も1991年以来NationalHouseholdEducationSurvey

によりこの種のデータを収集しているが,2000年 9月

の Teclmical Reportでは合衆国にお ける home

schoolersを1994年のtheCumntPopulationSurvey

Educadon Supplement と 1996 年 の National

Hou銘もoldEducationSurveyの二つのデータを使用

してhomeschoolersの数を算出している.全米の6歳

から17歳のK･12の学齢でhomeschmledとなる児童

生徒を前者(CPS)のデータから 345,000名,後者

(NHES)のデータから636,000各 つまりそれぞれ全学

齢児童生徒の 0.8%,1.4%と推定している.また教育省

の研究員PatriciaLines氏は1995年の秋までの数字杏

その後更新し,home･sch00ledchildrenの数を500,000

から750,000の問と上方修正した推定を出している.

しか し,最近の報告では,theN8血onal Home

EducationReseazd Institut8が 123万人(Ⅵ adero

1997)杏,¶leNational払nterforHomeEducationは

1998年現在で170万人と推定している.もしそうであ

るとするなら,1998年秋に公立学校に在籍するK･12の

推定生徒数 4680万(NCESEd.ngest1998)からし

て,home血 oolersは学齢期の子どもの数のおよそ3.6%

にあたることになる.推定の数字ではあるが,1980年代

初期の推定 15,000(Ⅵ10maS,1994)からの上昇を考える

とまさに急成長を遂げているオプションといえる.ます

ます増加するhomeschoolersの人口はhomesch∞1ing

がもはや一時的でマイナーな現象といえなくなってい

ることを物語る.Schcx)1choioeのスペクトラムにおけ

るマージナルな位置を離れて,いまやアメリカの公教育

の認知されたalternativeの一つにカウントされる存在

感を持つようになっている.

3.Hα肥SChoolingに関する法的,行政的

取り扱い

3-1国レベルでの対応

合衆国では教育は州の権限に係わる問題であるため,

合衆国憲法や公民権法等でhomeinstructionが触れら

れることはない.この権限不在のため,教育省を含むい

かなる行政の部局もhomeschmlingに直接係わること

はない.このため,国レベルでのhomesch∞五mgの認知

は合衆国最高裁の判断に基づいていると言ってよい.こ

の点で,二つの主な判決がその役割を果していると考え

られている.

まず,nercev.SocietyofSisters(269U.S.510:1925)

の裁判である.この裁判では最高裁は8歳から16歳の

子どもの親や保護者のすべてに,子どもを子どもが居住

する学校区の公立学校へ通わせることを求めるオレゴ

ン州の義務教育法(bmpulsoryEducationAct)は適意

であるとする原告私立学校の訴えを支持したのである.

最高裁は,州ま基経教育の管理と保持について妥当な規

制を課する権限を有することを認める一方で,この法は

親や保護者が自らの管理下で子どもの育成や教育にあ

たる自由を不当に干渉しているとの見解を示した.その

上で,州は親に公立学校だけから受ける授業を強要する

ことはできないとして,私立学校の主張を支持した.こ

の判決後,州は子どもたちを学校へ通わせるよう強制で

きるが,親は公教育に代わる適当な代替について,それ

が私立であっても,教会に付属した学校であっても,こ

れを選択し,また求める権利を有すると理解されるよう

になったものである.

もう一つ昧 Ⅶsa)nsinV.Yider(406U.S.205:1972)

の裁判である.この訴訟はAmishの8学年 16歳まで

の子ともたちに対して,公立または私立のいずれかの学

校への通学を求めた WISCOnSin 州の権限に対する挑戦

であった.当時 Amkhの親達は子どもの高校通学は自

分たちの宗教上の信条に反するものであ_ると主張し,彼

らの子どもたちはいかなるタイプでの学校においても

正式な血 00五mgを受けていなかった,彼らの信梨物

質主義と世俗的影響から自分たちの隔離を実践するも
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のであった.この裁判の中で,合衆国最高裁は問題とな

った中等教育が実質的にAmkhの子ともたちの宗教心

の発達を干渉 していると判断 したのである(406

uS.234･35).親は義紡教育が彼らの宗教的信条を危う

くすることを証明できる場合は,州の権限は合衆国憲法

のtheFirstAm endment (合衆国憲法修正第-秦)の

宗教表現の自由な行使に路を譲らねばならないとの理

由に基づく判決であった.ただし,最高裁は能筆義務免

除に触れて,そのような手段の行使は非常に限られたも

のであるべきことを付記している(406U.S.236).

合衆国最高裁の判決乱 国レベルにおける home

schoohgに対する認識を確立すると同時に,公教育以外

で,また学校教育の枠を越えた場で子どもが教育を受け

る権利を認め,homeschwlingを容認したものであり,

homeEChoohgが公教育のanotheraltemativeとして

考慮されうる土壌をつくり出したといえる.

3-2州レベルの対応

教育に関する最終責任と権限を持っている州におい

ては,1986年までにいくつかの法廷闘争を経て,全米

50のすべての州及び首都D.C.でなんらかの形でhome

educationを認めるようになった.州により認識や取り

扱いは異なるが,いずれの州でも義務教育法の範境の中

で語られている.

この間,homesch00五mgの管理にあたって昧次の 3

点が常に問題とされている.

OHomeinstruCtionが組織的･集団的学習経験 (学校教

育)と同質であるか.

OHomeinstruCtionがa一一private一一schoolとしての認識

の対象になりうるか.

0政教分離をうたった合衆国憲法修正第-条の解釈が

homesch00hgを許容するかどうかである.

州の義按教育法の中でのhomeschmlingの取り扱い

は次の三つのタイプに分現される.

① Homeschoolingを合法的なオプションとして認

め,その運用 ･管理等に触れる条項を持っているもの.

② そのような条項を持たないが,homeschoolingが

privabschcd に準ずるもの,またなんらかの代替と解

釈できる記述のあるもの.

③ ①,②に準ずる吉改巨が一切ないもの,

②では,就学義務について昧 homeschoolingは家庭

に存在する1.schoorへの出嵐 つまりattendanceata

schoolathonleと解釈されている･③の場合は,州が教
育に関するすべての責任を有するとの考えに立脚し,

-1equivalenteddcationelsewhere一一の表現の意味を広義

に解釈することで,homeschoolingもその中に包含さ

れる一つの例外mimphedexceptionを提供しているも

のとして捉えているものである.
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上記三つの異なるタイプの州義持教育法を検証して

みた.

312-1立法化 されたオ プシ ョンと しての hmK!

scr氾Olirv (Georgia州の場合)

同州の場合,Geor由aSchoolhws,Pa止I.General

Law,Title20EDUCATION,Chap.2のElementary,

Secondary,andAdu止Education,Article16Students,

Part1Sch001A比endance,Subpart2Compulsory

Attendanoe20･2･690がhomestudyprogramsに触れ

ている.この条項により,同州は pubLcscha)ls,

privateschoolsに加えてhomestudyprogram Sも教

育の実体であることを認めている.ここでは親や保護者

がこのhomestudypmgramsを家庭で子どもに提供す

る運用上の条件を次のように明記している.

① 親や保護者はhomestudyprogrimSを設置して

30日以内,またはその実行の意思を表明した後,毎

年9月 1日までに当該の学校区の教育長に届け出

なくてはならないこと.《届け出の義務》

② 届け出の内容はhomestudyprogram に在籍す

る子どもの氏名,年齢,prt)gram の所在地,home

studypmgramsのtheschoolyearとみなされる

12カ月のstatementのリストを含むものであるこ

と.《届け出の内容と計画概要の提出義務》

③ 子どもを教える親や保護者味,少なくとも高校卒

業,又はそれと同等の GED(高校修了資格)を持っ

ている条件で,homestudyprogram を自分の子ど

も達だけを対象として教えることができること.こ

の場合,子どもの教育にあたって学士資格を持つ家

庭教師を雇うことも可能であること.《親 ･保護者

の学歴》

④ Homestudyprogramsは,reading,1an 印age

arts,mathematics,socialstudiesandscienceの教

科に限定されないが,これらを含む基本的な

academiceducationalprogramを提供するものと

すること.《基礎教科修学の義拐》

⑤ 法に規定される規則に身体的対応が難しい場合

を除いて,授業日は少なくとも日課 4時間半の授

業時間から成る180日の授業日に相当する12カ月

の授業を homestudystudentに提供しなくでは

ならないこと.《授業日･授業時間の確保》

⑥Homestudyprogram の出席の記録は保管され,

このプログラムが所在する学校区の教育長に毎月

月末に提出されること.出席の言漁 及び報告は,こ

の学校区への情報提供の目的以外のいかなる目的

にも使用されないこと.《出席の記録と報告義按》

⑦ Homestudypro阿 nSの子ども軌 3学年の学

年末を開始時期とし,少なくとも3年ごとに学習成
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果を評価するため,標準テストを管理し判定するこ

とに熟練した者と相談の上適当な全国規模の標準

テストを受けること.このようなテストの記録と得

点は保存されるもとのとするが,公的教育監督機関

への提出は求められないこと.

《標準テスト受験の義按》

⑧ Homestudyprogram で教える者昧 各年ごとの

発達評価報告書を作成するものとする.この報告書

は④で特定された教科領域における生徒の学力発

達状況についての教授者個人の評価を含むものと

する.そのような発達評価報告書は homestudy

program における子どもの親,または保護者によ

り,少なくとも 3年間は保管されるものとするこ

と.《成長 (学力)の記録の作成と保管義務》

州段階ではhomesch00ler達の法廷厨争での勝訴を

うけて,1995年までに33の州がhomeschmlingに係わ

る法を執行し,homeSX3hoolinstructionを管理する法

律条項 を持つ ようになった.法律条項に関 して

ECS(EducationCommissionoftheStates)によるデ

ータ(1996年 6月)で昧同州のように,親の高校卒業

証象ないしは GED及びその他の資格を法で求めてい

る州にはA血 na,NewMexico,North Camha,North

Dakota, Ohio, Pennqlvania, South Caroha,

Tbnnessee,WestVlrginiaを合わせた10州がある.た

だし,親に教員資格証書を要求するものはほとんどなく,

唯一Mi血igan州だけが教員プログラムへの参加を求め

ている.

また,ごく僅かな例外を除いて,ほとんどの州は家族

に州ないしは地方教育委員会にカリキュラムプランの

ような基本的情報の提出を求めている.その他の条件を

加えている州も少なくない.例えば,Georgiaを含めた

29の州は法により標準テストの受験や,生徒の評価を求

めている.Mas組dluSettS,Minnesota,NewYorkの

ような州杜,州によるカリキュラムの承認やhomevisits,

及び achievementtestの得点の提出など規則が厳し

い州として知られている.

312-2法の解釈に基づいて認められるlⅧ sdⅦoling

(CatiforniaScr℃oIL甜Sの場合)

カリフォルニア州では.CalifomiaEducationa)de

のQlaPter2(九mpulsoryEducationhwの48200,

48220,48222及び48224がhomesch∞hgの取り扱

いに関わりがある.これらの条項は,学齢期の子とも

(12月2日で6歳から18歳)の就学義掛こ触れている.

子どもは公立学校また味,その代替としての一定の条件

を満たす私立学校に学ばせるか,チューターbrivate

tutor)または資格ある他の人物による教育をうける必

要のあることを求めるものである.これらの条項は親が

子どもの教育をどのように,どこで行うかを決定する権

利は奪われるものではないと解釈されており,明確に

homeschoolingや homeschoolprogramsの文言は使

用されてはいないものの,homeschd が合法的オプシ

ョンとして認められる法的根拠となっている.

S48222は公立学校での義務教育の免除の例として

私立学校への通学を述べている.私的な funlimeday

schoolで教育を施せる者から授業を受けている子ども

はこれを免除されるという言説巨である.このような学校

では

★英語で授業が行われ,生徒は州の公立学校に求めら

れるいくつかの教科領域の授業をうける必要があるこ

と.

★生徒の出席は私立学校当事者により記録･保管され

ること.

★出席の記録は学年の授業日と半日以上の欠席を明

記すること.

*この項での免除は,学校区の theattendance

supervisor,ないしは教育長により特定された者による

｢当該私立学校は州教育長が用意する所定の事項につ

いて,学校の所有者または長による誓約ないしは声明

(の年次ファイル)を求めるSection33190の条項に適

合している｣との証明があってはじめて有効となる.

またS48224枚,aprivate,fdtimedayschoolに

通わない,チューターによる授業の場合に触れ,次の条

件で免除を認めているものである.

'毎年の Calendaryearにおいて 175日,毎日少な

くとも3時間の学習を行うこと.

'Aprivatetutororotherpersonにより.州の公立学

校に求められているいくつかの教科領域の授業を受け

ること.

'Thetutororotherpersonはその対象となる学年

の正式な州の数段資格を所持するものであること.

★授業は午前8時から午後4時までの間に提供され

るものとすること.

Colorado.(bnnecticut,DelawareなどはCalifomia

と同様に,授業日数や一日当たりの授業時間の条件を求

めている.これらの州では,法的に札 homesch00五mgは

一種の私立学校として個人が ahomeschoolを作り,

運営し,チューター又は他の人物による授業が行われる

との解釈に立脚しているものであり,課されている条件

から前述31211で規定されるhomesch00lingに比べ教

授者の資格の点で限定されたものとなっている.

㌻3-3 州の全体的な教育責任の中で認められる lⅧ℃

schooling(‖limisScho]Laysの場合)

nlinois州は前述3･2の①かようにhomesK!h00五mgを

明記したり,②のように通用の可能な法的条項も持たな
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い,それで昧 実際に homesch∞lingには学校や学校

区当局はどのように対応しているのであろうか.

同州の場合,国と同様に,司法の判断が現場で home

schoolingを取 り扱う上での拠り所となっている.イリ

ノイ州最高裁はhomesch∞linstrucdonに関する見解

をPeoplev.Levisen(404nl.574,1950)で示した.これ

は親が子どもを宗艶上の理由(Seventh DayAdventist)

からhomeschoolすることを決断した行為について親

は就学義務(血e00rnpulsoryattendancelaw)に違反し

たとの判決を下され,被告がこれを不服として上告した

裁判である,上告理由は州は homeschwlinstruction

がa''privateschm1-'ではないことを証明できないため

就学義紡違反とは言えず,compulsoryattendancelaw

自体が違憲であると主張したものであった.

この裁判の中で,州最高裁は ｢thecompulsory

attendanoelaw はすべての子どもが教育を受けること

を趣旨としたものであり,特定の方法や場所での教育を

受けることを言うものではない｣として,｢法は子ども

に公立学校で受けられる教育に等しいか,またはより優

れている教育を施す機関を提供する人々を罰するため

に作られているものではない.適切に子どもを教育でき

なかったり,それを拒んでいる親のために作られてい

る｣との理由でhomesch001instructionの存在を肯定

したのである.しかし一一private-'homeinstrudionに関

して昧 ｢公立学校での出席に変わる代替として,その方

法を好む人々は,彼らの用意された学習プログラムが十

分な courseofinstructionを提供していることを示す

責任を負っている.もしその指導や学習方法が必要とさ

れる質や内容を伴うことを証明できなければ,その責任

は全うされたものとはいえない.いかなる親も子どもか

ら教育上の利益を奪う権利を有すると言うことはでき

ない.(十分な00Ⅵ汚eOfinstructioniX)すくなくとも

公立学校のために用意された棲準に相応するものであ

ること.."｣(404 m.at578)と補足している.このた

め,その後のnlinoisca馳law では,Levisenの裁判が同

州におけるhomeschooling認知の根拠となっていると

同時に,次の最低限の構成要素が合法的な home

schoolbrivateschcx)1の条件として求められているもの

であると解釈され,そのあり方を示す指針となっている.

Homeschoohgを実施するにあたっては,

○ 教える者の能力(しかしながら,教員免許は必要と

しない)が保証されること.

0 子どもには必要な-1bmnChesoflearning'.(学習プ

ログラム)が教えられること.

0 子どもが少なくとも公立の sdl001ingと同等の教

育をうけていること(このことは 1日 5時間の

180日の授業日を意味する)
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イリノイ州教育委員会は,この司法判断に則って,血o

nlinoisa)mpulsoryA伽ndanceA血の解釈にあたって

は次のような見解をもってhomesch血 gに対応して

いる.

0イリノイ州の憲法は,州が教育に関わる権限を有する

こ とを明言 してい る.特 に A止ideXで は A

funlm entalgoalofthePeopleoftheStateisthe

educationaldevelopmentofdlpersonstothelimitsof

theircapacities... とあり,この条文昧 イリノイ州は

homeinstructionを受ける子どもを含むすべての公立

私立学校児童生徒の教育上の発達に関係する権限を持

ち,homesch00五mgについても州の責任と権限が及ぶと

解釈されること,

Cm e皿inoisSchool(九deのthenlinoisCompulsory

AttendanoeA血は,親や保護者が7歳から16歳の学齢

期にある子どもを子どもが居住する学校区の公立学校

に通わせることを義務づけている.ただしこの Actで

昧 次の条件にある子どもについてはこれを免除してい

ること;-■An ychildattendingaprivateorparochial

schoolwhe1℃Childrtm aretaughtthebranchesof

education(thesamesubjectsastaughttopubhc

schoolchildrenofthesam eageandintheEnglish

language).この 文 言 の 申 か らは homesch∞l

instruction杖,イリノイ州最高裁の判断に基づいて,こ

の anprivateschool--の範晴で解釈され,それゆえ就学

義技条項の例外として考慮されること.

なお,具体的な取 り扱いの事例に係わるものとして,

thenlinoisSch00lCodeのSectionlOl20.24がよく参照

される.この条項は生徒の一時通学について規定したも

のであるが,当該する公立学校に十分なスペースがあれ

昧 公立学校生徒以外の者bon･puuicschoolstudents)

も在籍できることを明記している.つまり翌年度公立学

校への通学の要望があれば,thenonヮublicschoolの校

長から当該する公立学校へ 5月1日以前に届け出が必

要であること,また,この要望さまthenonl)ublicsch001

に通う子どもが居住する学校区にある公立学校に提出

することを規定しており,子どもがhomefXlh∞正ngを

中断して,翌年度,公立学校でのコース履修を希望する

場合がこれに当てはまる.当該の学校区への申し出を義

務づけているものである.この条項では,行政上 home

schoolpart'ntsはこの条項のnonヮubhcsch001の校長

と解釈されており,同様にhomeschdhgに関してな

んらの正式な規定をもたない郡や学校区の現実的な対

応の拠り所となっている.

イリノイ校長協会(IPA)は,公立学校の持つ教育の使

命に対する親や個人の権利のコンセプトは法的政治的

に難しい意味合いを持つが,イリノイにおいては一般的
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法律しか存在しないため,homeschoohgに関する具体

的問題について学校区が指導方針を持つ必要があると

しながら,自らも申し合わせ事項により現実の問題に対

応している.

Home紅b∞hIgに関して三つのタイプの州の例を見

た.いずれもhomesch∞1ingを司法判断を含め法的に

は合法的なものとしてその存在を認めている.その考え

方は九omesch00hgを家庭に私立学校を開設したとの

解釈で容認し,それには学校に必要な教授者の資格,教育

計画,履修教札授業日･時軌評価などの公立学校に求め

られる条件のうち最低必要限の条件を求めている.

Homesch00lingは合衆国においてはまさに法的,行政的

に認知され,親にその選択がまかされた教育の doieo

optionの一つとなっているのである.

4.合衆国における山肥-SChoolingをめぐる

問題点と現状

なぜ homesch山1ingを選択するのだろうか.poLcy

An alysis(Nb.294,Jam.7,1998)は,1996 年 の the

FloridaDepartmentofEducationの調査の結果から,

選択理由の主なものに公立学校への不満,自由な宗教的

価値観の伝承,学力の卓越性の保持及び強い家族の辞の

構築などを挙げている.

¶leSeventhDayAdventistsやMormonsのような

宗教集団杜,伝統的に子どもを家庭において教育してき

た.歴史的に公立学校が一般に普及した後もそうであっ

た(unes1995).The血ni血 は長い間,年長の子どもた

ちを学校へ送るよりもむしろ,Communityを通じて鍛

練する道を選んできた.

しかし,この一方で,当初よりhomeschcK)hgで

goodcitizendipや高等教育のための基本的知識 ･技能

の修得ができるのか,集団性 ･社会性の欠如,学力保障

をどうするかなどの問題が必ず指摘 されている.

NEAtnleNationalEducationA㍍∝iation)も1997年

夏の年次大会で,homesch血 gに反対する決議を代表

者会議で採択している.同大会の ResolutionB･63は

homeschodhgのプログラムで吐生徒に統合的な教育

経験を提供できないと宣言している.ここで味,そのよ

うな指摘 され る問題点 とそれについての home

schoohgの支持者達の反論と現状を整哩してみた.

(1)Homeschoolersの集団性,社会性の欠如に関する懸

念について

(反義)Home･schmledchildrenは必ずしも社会的に

孤立した生活を送っているわけではない.同年齢の子ど

も達と共に過ごす時間は少ないかもしれないが,｢般に,

家庭以外で多様な活動に係わり,違った年齢の人々と過

ごす時間は多いOines1995),

具体的にはスポーツ団帆 ボーイ(ガール)スカウト

括軌 教会,地域奉仕,アルバイトなどへの参加活動が

あげられている.同じ志を持つ家庭との相互訪問,図書

館,博物館,大学,公開講座,地元の企業などの地域の

利用できる資源を使うことで,子どもたちの社会的,知

的発達を豊かにしている.1992年のtheUhiversityof

FloridaのI.arzyShyers氏の研究で昧 自己硯 自己

主張の点でも他の子ども達とは何らの差のないことが

指摘されている.

(2)基陛矢口識 ･技能の修得への懸念について

(反論)ERICClearinghouseonAssessmentand

Evaluation Washington DC の"ne SchQlashc

AchievementofHomeSchoolStudents.ERIuju

ngest-一札20,760名のhomeschoolstudentsの特徴と

学力結果をまとめている.1998年の春のテスト実施段

階で,thehomeschcdstudentsの学力レベル味,どの

学年,どの教科の分野でも平均得点が全国の生徒の

70thmd80th peIWntneの間にあり,homesch00l

studBntSが 8学年になるまでに味,公立私立の学校に

通う同年代の子どもの 4年先をいく成績であったと報

告している.

(3)教育上の施設 ･設備の不足について

(反論)州議会や,教育委員会及び市民が home

schoolingにたいしてより受容的になるにつれ,home

schooletsは公立学校を含めて,さらに多くの手段への

アクセスを勝ち取っている吐血leS:1996).ほとんどの

州の教育局にはahome-schoohlgの担当･相談部門が

あり,より多くの学校区がhomesch00lersに課外活動

やパー トタイムベースでの授業へのアクセスを提供し

ている.前述のイリノイ州でも,家庭の要望があればパ

ー トタイムでの学校在籍も認めている.現実には home

schoolingを選択する家庭はhomeschoolingと柁gular

schoolingの間を数年ごとに行き来 している傾向にあ

るとイリノイ校長協会は報告している.

(4)親がすべての領域を教えることは不可能ではないか

との疑問について

(反論)この問題に答えるだけでなく,親が特にフル

タイムで仕事を持つ場合は,ますますオンラインカリキ

ュラムが頻りにされるようになっている.生徒は一般に

インターネットで課題を受け取 り, それらを World

wideWebsitesで検索 ･研究して,adocumentとして

HTMLで教師に提出する.その上オンラインカリキュ

ラムは学校の暴力事件や安全を懸念する親にとって,ま

た通常の学級環境ではうまくやっていけない行動上の

問題を抱えた子どもや特別の学習ニーズを持つ子ども

たちにとって救いとなっている.Lかし,home･sch∞止ng

は親子のやりとりが本質であるとして,あくまでもオン
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ラインカリキュラムのコースは二次的,補助的手段とし

て使われるべきで,カリキュラムのすべてを頼ることは

避けるべきだとの意見がある.

FloridaHigh Sch∞1は,1996年に theOrange

Counb,とjuaclmaCounty 学校区により運営される

合同の pilotproJ'ectとして設立されたオンラインのハ

イスクールである.全国で最大の最も確立したオンライ

ンスクールの一つとして注目されているが 2,500名の

在籍生徒のうち,21%がhomeschcK)lersである.

(5)Homesch00lersの受け入れ先についての不安

(反論)Harv ardやⅦleを含み,全国で多くの大学が

homesch∞kdstudentsを入学させている.近年.home

schooledstudentsの難関大学への入学がプ｣ムになっ

ていることが報じられている.高校卒業証書や成符証明

書がない中で,かつてはhomesch∞hgには懐疑的で,

入学申請時にはstimdardstestsの受験やGEDの証明

書が求められたり,SATやAm のテストでの高得点が

求められていたが,応募者は自分の作品の samples又

はaportfohoを,また推薦書や通常のSATの得点で出

願できるように取りはかられるようになってきている.

Ⅵle1998199schoolyearにおいて,公立私立大学の

513校中,home･sch∞ledの応募者の評価に対して方

針を持たない学校はわずか2校であった(fnair2000).

5. 展望

我が国でhomeschoohgは根づくであろうか.学校

教育法の第二章,第二二条及び第三章,第三九条が就学義

務に触れている.また第二三条で昧 歌学義務の猶予･

免除について書かれているが,あくまでも猶予･免除で

あり.homesch∞hgが学校教育の代替となる言改巨はお

ろかそのような解釈もない.

｢人格の完成をめざし,平和的な国家社会の形成者と

して...｣ではじまる教育基本法の第-条は教育の目的

が民主主義と平和主義を掲げる意法の理念を担う国民

を育成する国民教育の実現であることを述べている.節

生日本の教育目的は旧来の天皇･国家奉仕から個人の尊

厳･発達の重視に改められたのである.昭和22年に終

戦直後に公布された法律であるが,そこにみられる法の

精神は普遍の理念として現在でも色あせてはいない.立

法時,戦争で疲弊した国家が国の再建と民主主義社会の

実現に｢教育の力にまつ｣とした意気込みが読み取れる,

このため国家の責任としてすべての子女が教育を受け

る権利を保障したのである.これを具現化した法律が学

校教育法である.

現在に至るまで,我が国は経済復興をなしとげ,民主

主義が根付き豊かで成熟した社会が出来上がり,人々 の

教育の目的はforthepubhcg00dからfortheprivate
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goodに比重が移っている.自ら積極的に教育に投資し,

教育を通じて自己実現を目指すようになっている.特に

都市部ではthepublicgoodの理念に基づく公立学校よ

りは個性的でprivategoodに資する私立学校が好まれ

る傾向にある.その点,究極の私教育であるhome

schoolingが求められても不思議ではない.実際,数育基

本法第三条の教育の機会均等は立法当時の適切に子ど

もを教育できない状汎 それを拒んでいる親や保護者を

想定して作られており,公立学校で受けられる教育と同

等の,またそれよりす(･れた教育を提供する機会を妨げ

るものではない.また同じ第三条の②の ｢経済的理由に

よって就学困難な者に対して,奨学の方法を講じなけれ

ばならない｣の言哉Eの就学困兼な理E別ま現在では,立法時

に想定された経済的理由だけにととまらない.それなり

の理由のある者に対しても,奨学の方法が講じられねば

ならない.そのため,教育基本法第二条にあるように｢教

育の日脚まあらゆる機会に,あらゆる場所において実現

されなければならない｣とは,教育を施す機会や場が絶

対に学校でなくてはならないのかとの疑問を生み,あら

ためて公立学校の存在意義が問われることになる.

合衆国の人 の々宗教観教育哲学,地理的条件等による

強い動機やニーズとその歴史的背景や生活様式から生

まれたhomeschwlingをそのまま我が国に持ち込み,梶

づかせることは可能であろうか.法的にI姶 衆国におい

てhomesch∞止ngが合法的オプションとして認知され

ていると同じ理由で,我が国においてもその認印は不可

能ではないかもしれない.しかしhomeschooling実践

の強い意志,ニーズ及び個人としての実行可能性におい

てどれほど多くの人 が々このchoiceを望むかは疑問で

ある.それよりはむしろhomestudysch∞kの可能性

が考えられる｡家庭で勉強するが,学校の形態は保持さ

れるのである.しかしそれ‡お亀常の学校ではなく,既存

の公立学校より更に経営･運営の面での自由度が高く,

児童生徒や親のニーズに応えた 皿exibili吋 を持つ

Chartersch∞ls型の学校であり,そのタイプは non

classmm･basedch8止erschool,すなわちon血eを利

用したcybercharterschmlsが我が国の事情に沿った

選択肢と考えられてくるのではないか.
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